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鳥取市規則第７１号 

初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

初任給調整手当の支給に関する規則（平成１６年鳥取市規則第１８２号）の一部を

次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

期間の区分 １項職員 ２項職員 

支給額（円） 支給額（円） 

１年未満 ３１０，８００ ６０，０００ 

１年以上２年未満 ３１０，８００ ５６，０００ 

２年以上３年未満 ３１０，８００ ５２，０００ 

３年以上４年未満 ３１０，８００ ４８，０００ 

４年以上５年未満 ３１０，８００ ４４，０００ 

５年以上６年未満 ３１０，８００ ４０，０００ 

６年以上７年未満 ３１０，８００ ３６，０００ 

７年以上８年未満 ３１０，８００ ３３，０００ 

８年以上９年未満 ３１０，８００ ３０，０００ 

９年以上１０年未満 ３１０，８００ ２７，０００ 

１０年以上１１年未満 ３１０，８００ ２４，０００ 

   



１１年以上１２年未満 ３１０，８００ ２１，０００ 

１２年以上１３年未満 ３１０，８００ １８，０００ 

１３年以上１４年未満 ３１０，８００ １５，５００ 

１４年以上１５年未満 ３１０，８００ １３，０００ 

１５年以上１６年未満 ３１０，８００ １０，５００ 

１６年以上１７年未満 ３０７，５００ ８，０００ 

１７年以上１８年未満 ３０４，２００ ６，０００ 

１８年以上１９年未満 ３００，９００ ４，０００ 

１９年以上２０年未満 ２９７，６００ ２，０００ 

２０年以上２１年未満 ２９４，３００  

２１年以上２２年未満 ２８３，３００  

２２年以上２３年未満 ２７１，３００  

２３年以上２４年未満 ２５８，８００  

２４年以上２５年未満 ２４６，３００  

２５年以上２６年未満 ２３３，８００  

２６年以上２７年未満 ２１８，３００  

２７年以上２８年未満 ２０２，８００  

２８年以上２９年未満 １８７，３００  

２９年以上３０年未満 １７１，８００  

３０年以上３１年未満 １５５，３００  

３１年以上３２年未満 １３８，８００  

３２年以上３３年未満 １２２，３００  

３３年以上３４年未満 １０４，３００  

３４年以上３５年未満 ８６，３００  

備考   

  



１ この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。 

２ この表において「１項職員」とは第２条第１項の職を占める職員を、「２項

職員」とは同条第２項の職を占める職員をいう。 

   附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関す

る規則の規定は、令和７年４月１日から適用する。  


